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(57)【要約】
　ビデオ画像の階層符号化法
　ピクチャ（Ｆ１）及び（Ｆ２）を符号化する方法であ
って、
－ピクチャ（Ｆ２）を符号化して、符号化データフロー
のベースレイヤーのための符合化データを提供するステ
ップと、
－ピクチャ（Ｆ２）をズームして、共通ビデオ部分に関
してピクチャ（Ｆ１）と同じサイズの低解像度のズーム
ピクチャ（Ｆｚ）を得るステップと、
－高解像度ピクチャ（Ｆ１）を符号化（５）し、以下の
モードのうちの少なくとも１つを用いて、符号化データ
フローの上位レイヤーに符号化データを供給するステッ
プを有する。ここで、上記モードとは、
－予測ブロックとこのブロックを定める動きベクトルを
先行する低解像度ズームピクチャにおいて求めるレイヤ
ー間予測符号化、
－予測ブロックとこのブロックを定める動きベクトルを
現在の低解像度ズームピクチャにおいて求めるレイヤー
間予測符号化である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　符号化されたデータのフローを供給するために異なるノンプロポーショナルフォーマッ
トのビデオ画像を階層的に符号化する方法であって、第１のピクチャ（Ｆ１）はフォーマ
ットＦ１であり、第２のピクチャ（Ｆ２）は第１のフォーマットＦ１よりも解像度の低い
フォーマットＦ２であり、画像（Ｆ１）及び（Ｆ２）のビデオ内容が少なくとも１つの共
通部分を有している様式の方法において、該方法は、
－ピクチャ（Ｆ２）を符号化（２）して、符号化データフローのベースレイヤーのための
符合化データを提供するステップと、
－ピクチャ（Ｆ２）をズーム（３）して、共通ビデオ部分に関してピクチャ（Ｆ１）と同
じサイズの低解像度のズームピクチャ（Ｆｚ）を得るステップと、
－高解像度ピクチャ（Ｆ１）を符号化（５）し、以下のモードのうちの少なくとも１つを
用いて、符号化データフローの上位レイヤーに符号化データを供給するステップを実行す
るものであり、上記のモードとは、
－予測ブロックとこのブロックを特定する動きベクトルを先行する低解像度ズームピクチ
ャにおいて求めるレイヤー間予測符号化、
－予測ブロックとこのブロックを特定する動きベクトルを現在の低解像度ズームピクチャ
において求めるレイヤー間予測符号化であることを特徴とする、異なるノンプロポーショ
ナルフォーマットのビデオ画像を階層的に符号化する方法。
【請求項２】
　－予測ピクチャ（Ｆｚ）に対する残差のピクチャを得るために、ビデオ内容の共通する
ピクチャゾーンを符号化するステップと、
－再構成された共通のゾーンを得るために上記ゾーンを復号化するステップと、
－少なくとも空間間符号化モードを使用して共通でない部分を符号化するステップとに従
い、高解像度を実現する、ただし、上記空間間符号化モードとは、予測ブロックを求める
ために、再構成された共通モードを予測ピクチャとして使用するものである、請求項１記
載の方法。
【請求項３】
　ズームに使用されるピクチャ（Ｆ２）は、符号化されたピクチャ（Ｆ２）の局所復号に
より得られた再構成ピクチャである、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　レイヤー間予測符号化はサブモードを含んでおり、該サブモードでは、予測マクロブロ
ックは符号化すべきマクロブロックと同じ場所に位置しているマクロブロックである、請
求項１記載の方法。
【請求項５】
　ズームはピクチャのオーバーサンプリングとフィルタリングとから成る、請求項１記載
の方法。
【請求項６】
　前記ビデオ画像はウェーブレット方式の時間分解又はソースピクチャのサブバンド符号
化によって得られるサブバンドピクチャである、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　低解像度ピクチャに関係するデータから成る少なくとも１つのベースレイヤーと高解像
度ピクチャに関係するデータから成る上位レイヤーとに構造化されたデジタルデータのフ
ローを復号化する方法であって、低解像度ピクチャが高解像度ピクチャの少なくとも１つ
のビデオ部分に対応している様式の方法において、該方法は、
－低解像度ピクチャに関係するベースレイヤーからデータを取り出し、低解像度ピクチャ
を復号化するステップと、
－ズーム（Ｆｚ）されたピクチャ（１３）を得るために、復号化されたピクチャ（１３）
をズームするステップと、
－上位レイヤーからデータを取り出して復号化し、以下の復号化モードのうちの少なくと
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も１つを実行するステップを有しており、上記復号化モードとは、
－復号化とズーム（Ｆｚ）の為された先行する低解像度ズームピクチャの中の動きベクト
ルによって指示されるブロックを用いたレイヤー間予測モード、
－復号化とズームの為された現在の低解像度ピクチャの中の動きベクトルによって指示さ
れるブロックを用いたレイヤー間予測モードであることを特徴とする、デジタルデータの
フローを復号化する方法。
【請求項８】
　前記上位レイヤーは、低解像度ピクチャと共通する部分の予測ピクチャ（Ｆｚ）に対す
る残差ピクチャに対応する符号化データと、共通でない部分に関係するエッジ画像に対応
する符号化データとから構成されており、高解像度ピクチャを復号化する間、低解像度ピ
クチャの共通部分（２２）がまず残差ピクチャから復号化され、つぎに、動きベクトルに
よって決定される前記復号化された共通部分（２２）のブロックを用いた少なくとも１つ
の空間間モードを実行することにより、ズームピクチャとエッジ画像（２４，２５）が復
号化される、請求項７記載の復号化方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は異なるノンプロポーショナルフォーマットのビデオ画像を階層的に符号化及び
復号化する方法及び装置に関するものである。本発明は特に共通のビデオ部分を有するピ
クチャに関係している。例えば、本発明は、ディジタルテレビ信号をＳＤフォーマットと
ＨＤフォーマットに符号化することに関わる。ここで、ＳＤはＳｔａｎｄａｒｄ　Ｄｅｆ
ｉｎｉｔｉｏｎの頭字語であり、ＨＤはＨｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎの頭字語である
。
【０００２】
　空間スケーラビリティをもったビデオコーダは公知である。このビデオコーダにより生
成されるデータフローはスケーラブルな階層を有しており、符号化されたデータは空間ス
ケーラビリティにより階層的にフローに取り込まれる。これらのコーダに関係のあるビデ
オフォーマットは、高解像度のサイズが低解像度のサイズの２倍であるようなビデオフォ
ーマットであり、二項分解を可能にする。したがって、高解像度ピクチャをサブサンプリ
ングし、フィルタリングすることにより、サイズ１７６×１４４のＱＣＩＦフォーマット
とサイズ３５２×２８８のＣＩＦフォーマットとに対して互換性のある符号化法、又はＣ
ＩＦフォーマットとサイズ７０４×５７６の４ＣＩＦフォーマットとに対して互換性のあ
る符号化法が得られる。なお、ここで、ＱＣＩＦはQuarter Common Intermediate Format
の頭字語である。
【０００３】
　階層符号化によれば、低解像度フォーマットに関係するベースレイヤーと高解像度フォ
ーマットに対応する上位レイヤーを得ることができる。上位レイヤーに関係する付加デー
タは一般に以下の方法に従って計算される。
－低解像度ピクチャを符号化し、このピクチャを局所復号して再構成ピクチャを得る。
－再構成された低解像度ピクチャを例えば補間とフィルタリングとによってスケーリング
又はズームして、高解像度フォーマットのピクチャを得る。
－ソースピクチャと再構成ピクチャもしくはこの再構成ピクチャに基づいた予測ピクチャ
との輝度値のピクセルごとの差を求め、上位レイヤーのデータを構成する残差を得る。
【０００４】
　このように、高解像度ピクチャの符号化はスケーリングされた低解像度ピクチャを予測
ピクチャとして使用する。
【０００５】
　この符号化はピクチャをオーバーレイすることができる場合にしか有効でない。ピクチ
ャの解像度又はフォーマットがプロポーショナルでなければ、高解像度ピクチャの符号化
コストは最適化されない。高解像度フォーマットの画像が二項変換によって低解像度フォ
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ーマットに関係づけられていなければ、高解像度フォーマットのピクチャの一部は、低解
像度ピクチャによって符号化されたゾーンの外にあるビデオゾーンに対応し、したがって
このピクチャは予測ピクチャとして採用されない。したがって、高解像度ピクチャ全体の
符号化は、特にこの高解像度ピクチャが低解像度ピクチャと共通していない大きなビデオ
ゾーンを有している場合には、高コストになりかねない。さらに、使用される標準符号化
モードは高解像度ピクチャの符号化コストを最適化することができない。
【０００６】
　本発明の課題は上記の不利点を克服することである。本発明の目的の１つは、異なるノ
ンプロポーショナルフォーマットのビデオ画像を階層的に符号化する方法により、符号化
されたデータのフローを提供することであり、ここで、第１のピクチャ（Ｆ１）はフォー
マットＦ１であり、第２のピクチャ（Ｆ２）は第１のフォーマットＦ１よりも解像度の低
いフォーマットＦ２であり、画像（Ｆ１）及び（Ｆ２）のビデオ内容は少なくとも１つの
共通部分を有している。本発明の方法は以下のステップを実行する：
－ピクチャ（Ｆ２）を符号化して、符号化データフローのベースレイヤーのための符合化
データを提供する。
－ピクチャ（Ｆ２）をズームして、共通ビデオ部分に関してピクチャ（Ｆ１）と同じサイ
ズの低解像度のズームピクチャ（Ｆｚ）を得る。
－高解像度ピクチャ（Ｆ１）を符号化し、以下のモードのうちの少なくとも１つを用いて
、符号化データフローの上位レイヤーに符号化データを供給する。
－予測ブロックとこのブロックを特定する動きベクトルを先行する低解像度ズームピクチ
ャにおいて求めるレイヤー間予測符号化。
－予測ブロックとこのブロックを特定する動きベクトルを現在の低解像度ズームピクチャ
において求めるレイヤー間予測符号化。
【０００７】
　１つの実施形態によれば、本方法は以下のステップによって高解像度が実現されること
を特徴としている：
－予測ピクチャ（Ｆｚ）に対する残差ピクチャを得るために、ビデオ内容の共通するピク
チャゾーンを符号化する。
－このゾーンを復号化して、再構成された共通のゾーンを提供する。
－少なくとも空間間符号化モードを使用して共通でない部分を符号化する。なお、空間間
符号化モードは、再構成された共通モードを予測ピクチャとして使用して予測ブロックを
求めるものである。
【０００８】
　１つの実施形態によれば、ズームに使用されるピクチャ（Ｆ２）は、符号化されたピク
チャ（Ｆ２）を局所復号することによって得られた再構成ピクチャである。
【０００９】
　１つの実施形態によれば、レイヤー間予測符号化はサブモードを含んでおり、このサブ
モードでは、予測マクロブロックは符号化すべきマクロブロックと同じ場所に位置してい
るマクロブロックである。
【００１０】
　１つの実施形態によれば、ズームはピクチャのオーバーサンプリングとフィルタリング
とから成る。
【００１１】
　１つの実施形態によれば、ビデオ画像はウェーブレット方式の時間分解又はソースピク
チャのサブバンド符号化によって得られるサブバンドピクチャである。
【００１２】
　本発明はまた、低解像度ピクチャに関係するデータから成る少なくとも１つのベースレ
イヤーと高解像度ピクチャに関係するデータから成る上位レイヤーとに構造化されたデジ
タルデータのフローを復号化する手続きにも関している。なお、ここで、低解像度ピクチ
ャは高解像度ピクチャの少なくとも１つのビデオ部分に対応している。本発明による手続
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きは以下のステップを有している：
－低解像度ピクチャに関係するベースレイヤーからデータを取り出し、低解像度ピクチャ
を復号化する。
－ズームピクチャ（Ｆｚ）を得るために、復号化されたピクチャをズームする。
－上位レイヤーからデータを取り出して復号化し、以下の復号化モードのうちの少なくと
も１つを実行する。
－復号化とズームの為された先行する低解像度ズームピクチャの中の動きベクトルによっ
て指示されるブロックを用いたレイヤー間予測モード。
－復号化とズームの為された現在の低解像度ピクチャの中の動きベクトルによって指示さ
れるブロックを用いたレイヤー間予測モード。
【００１３】
　１つの実施形態によれば、上位レイヤーは、低解像度ピクチャと共通する部分の予測ピ
クチャ（Ｆｚ）に対する残差ピクチャに対応する符号化データと、共通でない部分に関係
するエッジ画像に対応する符号化データとから構成されており、高解像度ピクチャを復号
化する間、低解像度ピクチャの共通部分がまず残差ピクチャから復号化され、つぎに、動
きベクトルによって決定される前記復号化された共通部分のブロックを用いた少なくとも
１つの空間間モードを実行することにより、ズームピクチャとエッジ画像が復号化される
。
【００１４】
　高解像度ピクチャを符号化するこれらの新しいモードのおかげで、圧縮率が改善される
。これらの高解像度ピクチャの符号化コストが同じでも、より高い画質が得られる。
【００１５】
　他の特定の特徴及び利点は以下の説明から明らかになる。以下の説明は非限定的な例と
して提供されているものであり、添付図面を参照している。これら図面のうち、
－図１は符号化法のフローチャートを示しており、
－図２は符号化すべきフォーマットを示しており、
－図３はこれらの符号化モードを図解したものである。
【００１６】
　データの符号化法は階層符号化法である、すなわち、符号化されたデータのフローが階
層的に構造化され、低解像度フォーマットに関係するデータはベースレイヤー又は下位レ
イヤーに組み込まれ、高解像度ピクチャのフォーマットに関係する付加データは上位レイ
ヤーに組み込まれる。要求される解像度に対応したレイヤーのみを選択することにより、
データフローのレベルで、規格又はフォーマットに関するデータのみを容易に選択するこ
とができる。これには、解像度フォーマットに関する規格により要求されるいずれの時間
スケーラビリティとも両立する空間スケーラビリティが関係している。
【００１７】
　本発明は、共通のビデオ部分を有し、幅及び／又は高さの異なるノンプロポーショナル
フォーマットのビデオ内容を符号化することに関するものである。一方のフォーマットは
他方のフォーマットよりも解像度が低い。このフォーマットはライン当たりのピクセル数
又は共通ビデオ部分を画定するライン数が少なくて低解像度であるか、解像度が同じであ
れば、サイズが小さいかである。
【００１８】
　図１には、本発明による符号化法のフローチャートが示されている。
【００１９】
　第１のステップ１は符号化すべき複数の異なるフォーマットを考慮する。コーダの出力
側に得られる符号化されたデータのフローはこれらのフォーマットと互換性のあるデコー
ダに供給される。フォーマットの選択は、ディスプレイ装置、デコーダ、又はパラメータ
に依存する。ここで、このパラメータとは、例えば、デコーダの上流もしくはデコーダに
おいてこの符号化データフローのデータをフィルタリングすることにより生じる伝送速度
である。
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【００２０】
　上記の例では、第１の高解像度フォーマットＦ１と第２の低解像度フォーマットＦ２が
使用される。これらのフォーマットの各々は、幅ＬF1，ＬF2、すなわちライン上のピクセ
ル数と、高さＨF1，ＨF2、すなわちライン数とによって定められている。
【００２１】
　コーダに供給されるソースビデオはＦ１フォーマットとＦ２フォーマットであると見な
される。これらのソースビデオは、一部についてのみであるが、同じビデオ内容に対応し
ている。一部についてのみとは、これら２つのソースのビデオ内容が異なるものであると
想定されているを意味する、すなわち、単なるスケーリングによっては一方のフォーマッ
トを他方のフォーマットに移すことができない、言い換えれば、これらのフォーマットが
プロポーショナルでないということを意味している。
【００２２】
　２つのフォーマットに共通するビデオ部分を画定する幾何学的パラメータもコーダに送
られる。
【００２３】
　これらソースピクチャの生成と幾何学的パラメータの計算は次のようにして実行するこ
とができる：
　選択されたフォーマットから、第１及び第２のビデオ窓のサイズが決定され、各フォー
マットで符号化されるべきこのピクチャのビデオ内容を決めるために、これらのビデオ窓
が元のピクチャの上で位置決めされる。仮定により、これら２つの窓は少なくとも部分的
に重なり合う。これらのビデオ窓はフォーマットＦ１とフォーマットＦ２で符号化すべき
ビデオ内容を画定する。この第１及び第２の窓のサイズはそれぞれフォーマットＦ１及び
Ｆ２に合わせて選択される。
【００２４】
　コーダに送られる高解像度及び低解像度のソースピクチャは、サンプリングとフィルタ
リングの操作を受けているか否かに応じて、元のピクチャと同じ解像度を有していること
もあれば、元のピクチャの解像度とは異なる解像度を有していることもあり、また、これ
らの中間であることもある。「解像度」という用語は、ここでは、所与のビデオ内容につ
いてのライン当たりのピクセル数又はライン数を意味している。（Ｆ１）と呼ばれる高解
像度ピクチャは幾何学的パラメータを決定する際の基準ピクチャとして選択される。幾何
学的パラメータには、例えば、ピクチャ（Ｆ１）内におけるフォーマットＦ２のピクチャ
（Ｆ２）の位置や、（Ｆ２）のビデオ内容を共通部分のビデオ内容（Ｆ１）とマッチさせ
るためにピクチャ（Ｆ２）に適用されるズームに対応する精細度関係が含まれる。
【００２５】
　ステップ２はビデオピクチャをＦ２フォーマットに符号化する。
【００２６】
　ステップ３はこの符号化されたピクチャを復号化し、局所復号されたピクチャ又は再構
成ピクチャを提供する。単純化されたバージョンでは、局所復号ピクチャは符号化前の元
のピクチャ、すなわち、ソースピクチャ（Ｆ２）から成っていてよい。このピクチャは次
に解像度比に関係する幾何学的パラメータに対応する比によってスケーリング又はズーム
され、（Ｆｚ）と呼ばれるズームされたピクチャ（Ｆ２）が得られる。
【００２７】
　次のステップ４では、ビデオ内容にマッチするように、高解像度ピクチャ（Ｆ１）上で
のピクチャ（Ｆ２）の位置がこの位置に関する幾何学的パラメータに従って決定される。
【００２８】
　次のステップ５は高解像度ピクチャを符号化する。この符号化は本発明の課題である異
なる符号化モードを考慮している。なお、これらの異なる符号化モードについては、後で
説明する。
【００２９】
　ステップ６は、ピクチャ（Ｆ２）に関係する符号化データをデータフローのベースレイ
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ヤーに挿入し、高解像度ピクチャ（Ｆ１）に固有の符号化データを上位レイヤーに挿入す
る。
【００３０】
　図２では、参照番号１１で高解像度符号化フォーマットＦ１が、参照番号１２でサイズ
Ｌw、Ｈwの１つの窓が示されている。
この窓は幾何学的パラメータに基づいて画定され、高解像度ピクチャの中に位置決めされ
ている。この窓のビデオ内容は、参照番号１３のサイズＬF2、ＨF2の低解像度符号化フォ
ーマットＦ２でのビデオ内容から計算される。フォーマットＦ２のピクチャは符号化され
、後に復号化されて、局所復号ピクチャが得られる。局所復号ピクチャはその後オーバー
サンプリングされ、窓１２のサイズにスケーリング又はズームされたピクチャ（Ｆｚ）が
得られる。
図３には、本発明に従って高解像度ピクチャ（Ｆ１）を符号化する異なるモードが示され
ている。オーバーサンプリングされたピクチャ（Ｆｚ）には参照番号２３が付されており
、高解像度ピクチャ内に位置決めされた窓には参照番号２２が、ピクチャ（Ｆ１）には参
照番号２１が付されている。
【００３１】
　この例では、窓はピクチャ（Ｆ１）の中央に位置決めされており、それにより、ピクチ
ャ（Ｆ１）のカバーされていない又は共通でないゾーンとして右ストリップ２４と左スト
リップ２５とが生じている。
本発明は、高解像度ピクチャの符号化のために、すでに公知のモードに対して新しい符号
化モードを付加する。
【００３２】
　公知のモードのうち、イントラ予測符号化と呼ばれる第１の符号化モードは以前に符号
化されたマクロブロックのうちの１つを使用する。高精細ピクチャの現在マクロブロック
は現在マクロブロックの隣接マクロブロックのうちの１つ、すなわち、現在マクロブロッ
クの左又は上にある現在ピクチャのマクロブロックを考慮して符号化される。この選択は
符号化すべき現在マクロブロックとの相関度に従って行われる。
【００３３】
　インター予測符号化と呼ばれる同じく公知の別の符号化は以前に符号化された高解像度
ピクチャを使用する。高解像度ピクチャの現在マクロブロックは、先行する高解像度ピク
チャの探索窓から選択されたピクチャブロックである予測マクロブロックから符号化され
る。この選択は符号化すべき現在マクロブロック、すなわち、動きベクトルによって定め
られる選択されたピクチャブロックとの相関度に従って行われる。
【００３４】
　高解像度ピクチャ向けに提案される新しい符号化モードを以下に説明する：
　レイヤー間予測符号化と呼ばれる符号化モードは、時間レベルで、符号化すべき高解像
度ピクチャに相応してスケーリングされた低解像度ピクチャを使用する。この符号化モー
ドは上位レイヤーに属する情報の符号化のためにベースレイヤーに属する情報の符号化を
利用する。予測ブロックはピクチャ（Ｆｚ）内で、すなわち、スケーリング又はズームさ
れたフォーマットＦ２の再構成ピクチャ内で探索される。ピクチャ（Ｆｚ）内のブロック
の選択は現在マクロブロックとの相関度に依存している。選択されたピクチャブロックを
特定するために位置情報が計算され、データフローの中で動きベクトルの形で伝送される
。
【００３５】
　レイヤー間予測符号化モードの１つの変種であるもう１つのモードはスケーリングされ
た先行する低解像度ピクチャを使用する。予測ブロックは先行ピクチャ（Ｆｚ）内で、す
なわち、スケーリングされた先行する再構成ピクチャ（Ｆ２）内で探索される。ピクチャ
（Ｆｚ）内のブロックの選択は現在マクロブロックとの相関度に依存している。ブロック
は動きベクトルに基づいて特定される。
【００３６】



(8) JP 2008-517543 A 2008.5.22

10

20

30

40

50

　前記のモードの変種である「デフォルト」モードは、符号化すべき現在マクロブロック
と同じ位置に見つかったピクチャ（Ｆｚ）のマクロブロックを使用する。低解像度ピクチ
ャと共通する高解像度ピクチャのマクロブロックを符号化することにのみ関わるこのケー
スでは、動きベクトルは伝送されない。このモードはゼロ動きベクトルの符号化を避ける
ので、低い符号化コストがもたらされる。
空間間モードとして知られる符号化モードは、継起する２つのフェーズで行われる高解像
度ピクチャの符号化の特定の構造化に対して適用される。高解像度ピクチャの符号化はテ
レビジョン方式の走査に従ってマクロブロックごとに逐次的に行われるのではなく、第１
フェーズにおいて、Ｆｚと共通する高解像度ピクチャのゾーンの処理が行われ、第２フェ
ーズにおいて、Ｆｚと共通していないビデオ部分の処理が行われる。幾何学的パラメータ
によって、ビデオ内容の点で低解像度ピクチャと共通する高解像度ピクチャ部分を指定し
てもよい。ピクチャのこの部分は、第１フェーズの間に、再構成ピクチャ（Ｆ２）又はズ
ームされたソースピクチャ（Ｆ２）を予測ピクチャとして使用することにより符号化され
る。このようにして、残差ピクチャ又は高周波ピクチャが得られる。第２フェーズは共通
でない部分又はエッジ画像を符号化する。本発明は、この符号化動作に関して、種々の符
号化モードの中から、空間間モードと呼ばれる特定の符号化モードを提案する。この符号
化モードは、ピクチャの共通ゾーンを予測ピクチャとして使用し、共通ゾーン内の予測ブ
ロックの位置を動きベクトルを用いて特定することにより、低解像度ピクチャと共通して
いないゾーンのマクロブロックを符号化することから成っている。予測ピクチャはズーム
ピクチャや残差ピクチャから再構成してもよいし、このピクチャと共通している部分のみ
を選択することにより高精細ソースピクチャから導出してもよい。
【００３７】
　符号化法のステップ４では、ピクチャ（Ｆｚ）がピクチャＦ１上で位置決めされる。し
たがって、この方法は、例えば、予測ピクチャとしてピクチャ（Ｆｚ）を考慮して残差を
計算することによりこの共通するピクチャ部分を符号化する。その後、残差ピクチャはズ
ームされた再構成ピクチャ（Ｆ２）と結合され、高精細ピクチャと共通していない部分の
符号化のための予測として使用できる再結合ピクチャが得られる。
【００３８】
　図３を参照すると、空間間符号化モードは、エッジの符号化のための予測ピクチャとし
て、共通の中心ゾーン２２を利用する。なお、この共通の中心ゾーン２２は、ズームされ
た低解像度ピクチャ２３とこの共通ゾーンに対応する残差ピクチャとから再構成されたも
のである。相関計算により得られたこの中央ゾーン２２内のピクチャブロックは図３の動
きベクトル２６によって特定されている。
【００３９】
　レイヤー間符号化モードは予測ピクチャとしてズームピクチャ２３を使用する。相関計
算により得られたズームピクチャ２３内のピクチャブロックは図３の動きベクトル２７に
よって特定されている。
【００４０】
　本発明はまた上記の方法に従って符号化されたソースピクチャの復号化にも関している
。
【００４１】
　したがって、復号化は低解像度ピクチャに関係するベースレイヤーのデータを取り出し
、この低解像度ピクチャを復号化し、復号化されたピクチャをズームしてズームピクチャ
（Ｆｚ）を得、以下の復号化モードのうちの少なくとも１つを実施することにより上位レ
イヤーのデータを取り出して復号化することから成る。
【００４２】
　上記復号化モードは、復号化とズームの為された先行する低解像度ピクチャ内のブロッ
クと予測ブロックとを用いたレイヤー間予測モードと、予測ブロックとして復号化とズー
ムの為された現在の低解像度ピクチャ内のブロックを使用するレイヤー間予測モードであ
る。
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　上位レイヤーが、低解像度ピクチャと共通する部分に関する予測ピクチャ（Ｆｚ）に関
係した残差ピクチャと、共通していない部分に関係したエッジ画像とによって構成されて
いる場合、高解像度ピクチャの復号化は２つのフェーズで行われる。まず、ズームされた
低解像度ピクチャを予測ピクチャとして使用することにより、高精細ピクチャの共通部分
が残差ピクチャから計算される、これが第１フェーズである。次に、高精細ピクチャの共
通部分と動きベクトルによって特定されたブロックとからピクチャブロックを復元し、復
元したピクチャブロックを空間間モードで符号化されたエッジ画像のマクロブロックの復
号化のための予測ブロックとして使用することから成る少なくとも１つの空間間復号化モ
ードを実施することにより、共通していない部分又はエッジ画像が復号化される。
【００４４】
　ベースレイヤーと上位レイヤーの符号化のために実施される符号化手続きは、離散コサ
イン変換又は空間ウェーブレット変換による空間相関とピクチャ間符号化による時間相関
とを用いたハイブリッド方式であってもよいし、あるいは、サブバンド符号化又はウェー
ブレット符号化を用いたサブバンド方式であってもよい。
【００４５】
　上では、ビデオソースピクチャに関して符号化法を説明してきた。しかし、本発明の範
囲から逸脱することなく、事前処理されたソースピクチャ、例えば、サブバンドピクチャ
を符号化することもまた可能である。この方法は、空間フィルタリング又は時空間フィル
タリングにより得られた低周波及び高周波のサブバンドピクチャのいずれに対して適用可
能である。低解像度ピクチャと高解像度ピクチャとに対して同じサブバンド分解が適用さ
れるため、低解像度及び高解像度の同等のサブバンドを本発明で説明した方法に従って符
号化することができる。例えば、低解像度ピクチャと高解像度ピクチャの低周波サブバン
ドがこの方法で符号化できる。これは他のすべての空間的サブバンドについても成り立つ
。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】符号化法のフローチャートを示す。
【図２】符号化すべきフォーマットを示す。
【図３】符号化モードを示す。
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【手続補正書】
【提出日】平成18年8月18日(2006.8.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　符号化されたデータのフローを供給するために異なるノンプロポーショナルフォーマッ
トのビデオ画像を階層的に符号化する方法であって、第１のピクチャ（Ｆ１）はフォーマ
ットＦ１であり、第２のピクチャ（Ｆ２）は第１のフォーマットＦ１よりも解像度の低い
フォーマットＦ２であり、画像（Ｆ１）及び（Ｆ２）のビデオ内容が少なくとも１つの共
通部分を有している様式の方法において、該方法は、
－ピクチャ（Ｆ２）を符号化（２）して、符号化データフローのベースレイヤーのための
符合化データを提供するステップと、
－ピクチャ（Ｆ２）をズーム（３）して、共通ビデオ部分に関してピクチャ（Ｆ１）と同
じサイズの低解像度のズームピクチャ（Ｆｚ）を得るステップと、
－共通していない部分のピクチャブロックに関して高解像度ピクチャ（Ｆ１）を符号化（
５）し、以下のモードのうちの少なくとも１つを用いて、符号化データフローの上位レイ
ヤーに符号化データを供給するステップを実行するものであり、上記のモードとは、
－予測ブロックとこのブロックを特定する動きベクトルを先行する低解像度ズームピクチ
ャにおいて求めるレイヤー間予測符号化、
－予測ブロックとこのブロックを特定する動きベクトルを現在の低解像度ズームピクチャ
において求めるレイヤー間予測符号化であることを特徴とする、異なるノンプロポーショ
ナルフォーマットのビデオ画像を階層的に符号化する方法。
【請求項２】
　－予測ピクチャ（Ｆｚ）に対する残差のピクチャを得るために、ビデオ内容の共通する
ピクチャゾーンを符号化するステップと、
－再構成された共通のゾーンを得るために上記ゾーンを復号化するステップと、
－少なくとも空間間符号化モードを使用して共通でない部分を符号化するステップとに従
い、高解像度を実現する、ただし、上記空間間符号化モードとは、予測ブロックを求める
ために、再構成された共通モードを予測ピクチャとして使用するものである、請求項１記
載の方法。
【請求項３】
　ズームに使用されるピクチャ（Ｆ２）は、符号化されたピクチャ（Ｆ２）の局所復号に
より得られた再構成ピクチャである、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　レイヤー間予測符号化はサブモードを含んでおり、該サブモードでは、予測マクロブロ
ックは符号化すべきマクロブロックと同じ場所に位置しているマクロブロックである、請
求項１記載の方法。
【請求項５】
　ズームはピクチャのオーバーサンプリングとフィルタリングとから成る、請求項１記載
の方法。
【請求項６】
　前記ビデオ画像はウェーブレット方式の時間分解又はソースピクチャのサブバンド符号
化によって得られるサブバンドピクチャである、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　低解像度ピクチャに関係するデータから成る少なくとも１つのベースレイヤーと高解像
度ピクチャに関係するデータから成る上位レイヤーとに構造化されたデジタルデータのフ
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ローを復号化する方法であって、低解像度ピクチャが高解像度ピクチャの少なくとも１つ
のビデオ部分に対応している様式の方法において、該方法は、
－低解像度ピクチャに関係するベースレイヤーからデータを取り出し、低解像度ピクチャ
を復号化するステップと、
－ズーム（Ｆｚ）されたピクチャ（１３）を得るために、復号化されたピクチャ（１３）
をズームするステップと、
－共通していない部分のピクチャブロックに関して上位レイヤーからデータを取り出して
復号化し、以下の復号化モードのうちの少なくとも１つを実行するステップを有しており
、上記復号化モードとは、
－復号化とズーム（Ｆｚ）の為された先行する低解像度ズームピクチャの中の動きベクト
ルによって指示されるブロックを用いたレイヤー間予測モード、
－復号化とズームの為された現在の低解像度ピクチャの中の動きベクトルによって指示さ
れるブロックを用いたレイヤー間予測モードであることを特徴とする、デジタルデータの
フローを復号化する方法。
【請求項８】
　前記上位レイヤーは、低解像度ピクチャと共通する部分の予測ピクチャ（Ｆｚ）に対す
る残差ピクチャに対応する符号化データと、共通でない部分に関係するエッジ画像に対応
する符号化データとから構成されており、高解像度ピクチャを復号化する間、低解像度ピ
クチャの共通部分（２２）がまず残差ピクチャから復号化され、つぎに、動きベクトルに
よって決定される前記復号化された共通部分（２２）のブロックを用いた少なくとも１つ
の空間間モードを実行することにより、ズームピクチャとエッジ画像（２４，２５）が復
号化される、請求項７記載の復号化方法。



(13) JP 2008-517543 A 2008.5.22

10

20

30

40

【国際調査報告】



(14) JP 2008-517543 A 2008.5.22

10

20

30

40



(15) JP 2008-517543 A 2008.5.22

10

20

30

40



(16) JP 2008-517543 A 2008.5.22

10

20

30

40



(17) JP 2008-517543 A 2008.5.22

10

20

30

40



(18) JP 2008-517543 A 2008.5.22

10

20

30

40



(19) JP 2008-517543 A 2008.5.22

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,L
S,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY,TJ
,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

(74)代理人  100110593
            弁理士　杉本　博司
(74)代理人  100114890
            弁理士　アインゼル・フェリックス＝ラインハルト
(72)発明者  エドゥワール　フランソワ
            フランス国　ブール　デ　コンテ　アレ　デュ　ロカール　１８
(72)発明者  グウェナル　マルカン
            フランス国　ラ　シャペル　ショセ　リュ　ディ　ロテル　アレル　（番地なし）
(72)発明者  ジェローム　ヴィロン
            フランス国　ベデ　アレ　ジャン　ペラン　５
Ｆターム(参考) 5C059 MA04  MA05  MA23  MA24  MA32  MA41  NN47  TA06  TC02  TC12 
　　　　 　　        TC25  TC32  TD05  TD08  UA02  UA05  UA15  UA17 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

